
蒲郡市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 蒲郡市障害者共同生活援助事業費補助金（以下「補助金」という。）は、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下「法」という。）第５条第１８項に定める共同生活援助（ただし、

障害支援区分３以上の利用者に対する日中サービス支援型共同生活援助（障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７１号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第２１３条の２に規定す

る日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。）を除く。以下「共同生活援助」

という。）を実施する事業所（以下「事業所」という。）に対して、共同生活援助

の経営の安定化及びその参入促進を図ることを目的として、予算の範囲内におい

て共同生活援助に係る運営費を交付するものとし、その交付に関しては、蒲郡市

補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

（実施主体） 

第２条 実施主体は社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、

公益財団法人又は特例民法法人とする。 

（実施期間） 

第３条 交付対象事業の実施期間は、予算措置年度の４月１日から同年度の３月３

１日までとする。 

（交付対象事業所） 

第４条 交付対象事業所は、次の条件をすべて満たす事業所とする。 

⑴ 指定障害福祉サービス基準第２０８条第１項に規定する指定共同生活援助事

業所であること 

⑵ 事業所の所在地が愛知県内にあり、事業所の利用定員が２０人以下であること。 

⑶ 共同生活援助を行う住居の所在地が愛知県内にあり、その利用定員が９人以

下であること。 

（事業内容等） 

第５条 補助金の交付対象となる事業内容は、前条の規定による事業所が、次に規



定する日（以下「対象休日等」という。）に行う共同生活援助の運営事業（以下「補

助事業」という。）とする。ただし、当該事業所を市長が法第１９条第１項により

支給決定をした者が利用していることを条件とする。 

⑴ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「土日休日」という。）。ただし、共同生活援助利用者（以

下「利用者」という。）が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活

動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。 

⑵ 利用者が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービス事

業所又は利用者が就労する事業所の休業日 

２ 補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は別表の

とおりとする。 

（交付申請） 

第６条 前条に規定する事業の補助を受けようとする者（以下「補助事業者」とい

う。）は、障害者共同生活援助事業費補助金の交付について（申請）（第１号様式。

以下「申請書」という。）に関係書類を添えて別に定める日までに市長に提出しな

ければならない。 

 （交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。この場合において、

市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すこと

がある。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは速やかに障害者共同

生活援助事業費補助金の交付決定について（通知）（第２号様式）により、補助事

業者に通知しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第８条 申請の取下げ期日は、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から１

０日以内とし、そのことを記載した書面を市長に提出しなければならない。 

（変更申請の手続等） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の決定後の事情の変更により、申請の内容を

変更して交付申請を行う場合には、障害者共同生活援助事業費補助金の変更交付

について（申請）（第３号様式。以下「変更申請書」という。）に関係書類を添え



て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金交付の変更を決定し、障害者共同生活援助事業費補助金の変更

交付決定について（通知）（第４号様式）によりその決定内容を補助事業者に通知

するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合において

は、市長の承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は障害者共同生活援助事業費補助金の事業実績について（報

告）（第５号様式。以下「実績報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（中止及び廃止の承認

を受けた場合を含む。以下同じ。）の日から起算して３０日を経過した日又は翌年

度の４月３０日のいずれか早い期日までとする。 

 （補助金の額の確定等） 

第１２条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、書類の審査及び必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決

定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者

に障害者共同生活援助事業費補助金の確定について（通知）（第６号様式）により

通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めたときは、その全部若しくは一部を概算払又は前金払により交付するこ

とができる。 

（補助金調書の整備） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等

を常に整備しておかなければならない。 

２ 前項の書類、帳簿等は、事業完了後、５年間保管しておかなければならない。 

（検査等） 

第１５条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を

求め、又は検査等をすることができる。 



（雑則） 

第１６条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年９月２５日から施行し、平成１９年７月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年７月２９日から施行し、改正後の蒲郡市障害者共同生活

介護・共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、平成２３年４月 1日から適用

する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１２月１１日から施行し、改正後の蒲郡市障害者共同生

活介護・共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、平成２４年４月 1日から適

用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年６月２５日から施行し、平成２５年４月 1日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年８月１日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１１月４日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年６月２３日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１０日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年３月３１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月１７日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月１４日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  附 則  



 １ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市障害者共同生活援助事業費補助金交付

要綱の規定による第１号様式、第３号様式及び第５号様式の用紙で、現に残

存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、改正後の第３条の規定は令和３年４

月１日から適用する。 

附 則  

 この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月１２日から施行し、改正後の別表の規定は、令和７

年４月１日から適用する。 



別表（第５条関係） 

区   分 障害支援区分４～６ 障害支援区分３以下 

補助基準額 

利用者（市長が法第１９条

第１項により支給決定をし

た者） 

１人１日につき 2,302 円 

利用者（市長が法第１９条

第１項により支給決定をし

た者） 

１人１日につき 1,302 円 

補助対象日数 

障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供

実績がある対象休日等の日数 

ただし、利用月ごとに当該月の土日休日数を上限とする。 

補助対象経費 

共同生活援助に要する次の経費 

給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担、賃金 

委託費、旅費、需用費、役務費等 

補助交付額の算定

方法 

運営主体の総事業費から寄附金その他の収入の額を控

除した額、事業に実際に支出した額及び補助基準額を比

較して、最も少ない額とする。 

 

 

 


